
公共空間の新たな活用に向けて



■広島平和記念都市建設計画の大要

１．原爆の爆心地に近い中島地区に約１２ｈａの公園を計画し、こ
れを平和記念公園施設として整備する。

２．広島城跡を含む約５９ｈａ（現在は４４ｈａ）を中央公園とし、その
他市内に多数の公園を配置する。

３．市内を南北に貫流する河川美を生かすため、河岸緑地を計画
する。なお、周辺山地部には山部緑地を計画する。

４．市の中央を東西に貫く１００ｍ街路を軸とし、幹線街路を基盤
型に配置する。

５．市街地の大部分は、デルタ地帯に位置しているので理想的な
下水道計画を樹立する。









































公共空間が活用されない原因

• 公物管理法
• 運用段階で慎重な規制
• 公共空間は誰でも利用できるようにするため、
誰も使えない空間に



公共空間の新たな活用の仕組み

公益的な目的

社会実験による評価公益的な実施主体

公共空間の新たな活用

都心の賑わい、魅力づくり

市民の体験、評価を主体と

する柔軟な実施

行政が参加する実行委員

会



空間利用に関する法令

• 道路占用許可
道路法§32 露店、商品置場その他これらに類する施設

• 道路使用許可
道路交通法§77 場所を移動しないで道路に露店、屋台店

その他これらに類する店を出そうとする者



その他の法令

• 飲食店営業許可
–屋台営業の許可をうることは困難。
–屋外だけに客席がある飲食店営業の取扱い
「季節的営業」ビアガーデンと観光地のバーベキュー

• 建築基準法
–仮設建物の建築期間は１年

• 屋外広告物法 等



オープンカフェ実施内容

初年度 ２年目 ３年目 ４年目

実施主体 平和大通り有効活用実行委員会

実施区分 社会実験 観光事業

運営体制 直営 運営委託

実施場所 １箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所

運営期間 １か月 ２か月 ２か月 ３か月



運営組織

負担金

占用料

業者 業者

出店料 運営委託

警察

占用許可

使用許可

実行委員会
広島市

道路管理者

関係組合、広島市

事務局 観光協会













観光タウンガイドセンター写真





アリスガーデン

















京橋川カフェ

１．地域のまちづくり活動の一環

地域の水辺を楽しく快適な場に

・ 実施主体 上幟町東・水辺の街づくり委員会
（構成）上幟町町内会、飲食等各組合、広島市

・ 実施内容
オープンカフェ（２つのホテルに委託）

水辺のクリーンアップ

水辺の音楽会

鯉の放流 等

２．河岸緑地と民有地が隣接しているという特徴的な空間



京橋川カフェの仕組み

オープンカフェ

ホテル ホテル

委託
収益還元

実行委員会

委員長：町内会長

広島市

公園管理者

特定行政庁

広島県

公園占用許可

公開空地利用
協議

河川占用許可
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